
 

 

営業目標の改定について（７月１日付） 

 

 

日本郵便信越支社金融営業部、郵便・物販営業部は、本日（6月 30日）「営業目標の

改定（7月１日付）」について地方本部に説明してきました。 

 

今般の目標改定は目標算定要素である社員数に増減が生じたことから、改定を行う

ものです。 

なお、支社資料②中の東谷局から神田町局（１７局）については、月給制社員の勤

務をエリア内の該当局にしたことによる調整です。松代局から市田局（戸倉局除く４

２局）については、部会内で保険およびがん保険の再調整をしたものです。 

 

 

 １．目標額の改定局 

    ８０局（局別の改定額については、支社資料参照） 

 

 ２．改定日 

    ２０１６年７月１日（金） 

  

  なお、労使の扱いは職場労使委員会（窓口）・部会労使委員会（窓口）です。 

※ 職場周知については、個人目標にも影響する場合があることから、労使委員

会開催前に行なうことも「可」とします。 
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